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２F１０ 

震災復興のため太陽電池の活用を促進するエネルギー政策： 

太陽電池における全量買取制度の分析と制度設計の提言 

 
○中田行彦（立命館アジア太平洋大学） 

 
１．はじめに 

東日本大震災に引き続いた福島第一原子力発電所の事故により、電力安定供給の危機に立っている。

このため、再生可能エネルギーへの期待が急速に高まっている。特に太陽電池は、被災地の街づくりに

取り入れることにより被災地の電力供給の一翼を担えるのみならず、裾野の広い太陽電池産業を興すこ

とにより被災地の経済復興にも寄与できる。さらに、日本の太陽電池産業の競争力強化と、低炭素社会

の実現にも寄与できる。 

この震災復興のための太陽電池を支援するエネルギー政策として、固定価格買取制度（フィードイン

タリフ）が非常に効果があることが、ドイツ、スペイン等の欧州の事例から実証されている。この制度

の特徴は、再生可能エネルギーから発電した電力を、施設の設置時点に固定した買取価格により一定期

間購入することを電力会社に義務付けると共に、この買取価格を設置時期が後になるほど低下させる。

これにより投資家への不確定性を減少させると共に、早期に投資することを奨励する効果がある。買取

価格の上乗せ分は、電力会社が全消費者に転嫁でき、広く消費者に費用分担してもらう制度である。 

日本では、固定価格買取制度の一種である余剰電力買取制度が、2009年11月1日から導入された。こ

の制度は、太陽電池の発電電力から自家消費を除いた余剰電力を市価の約2倍で買取る制度であり、そ

の導入の結果として国内市場は2倍以上拡大した。更に、一般的な固定価格買取制度である、太陽電池

が発電する全電力を買取る全量買取制度が、2011年8月26日に国会で成立した。 

この全量買取制度は、まだ買取価格が決まっておらず不確定部分があり、国内の太陽電池市場の拡大

にどれぐらいの効果が期待できるのかとの問題意識を持った。 

著者は、太陽電池産業を分析してきている［1-5］。この分析結果と、制度を先に導入しているドイツ、

スペイン等における太陽電池の導入拡大の成功と問題点の事例研究から、全力買取制度の制度設計につ

いて、全量買取の初期価格設定、買取価格の低下速度を分析し、震災復興のためのエネルギー政策を提

言する。 

 
２. 固定価格買取制度（フィードインタリフ）に関する先行研究 

Kelein[6]、Mendonça[7]は、固定価格買取制度の制度設計についてまとめている。大島は、ドイツが

固定価格買取制度で、再生可能エネルギーの普及に成功した理由を分析した[8]。Álvarez等は、固定価

格買取制度の雇用への影響を、スペインの太陽電池で起こったバブルの事例等から分析している [9]。

Frondel等は、ドイツにおける固定価格買取制度の問題点の指摘と提言[10］、経済への影響の分析[11]

を行っている。山口は、Frondel の論文[10,11]を基に、スペインとドイツの成果と問題点をまとめて

いる[12，13]。竹濱は、ドイツの事例を分析すると共に、日本に導入する場合の費用と効果を試算した 

[14，15] 。しかし原発事故と全量買取制度の成立を踏まえた、日本の固定価格買取制度の分析と提言

の研究は無い。 

 
３．太陽電池産業の現状 

太陽電池の生産量は、温室効果ガスを削減す

る低炭素化のため、図1に示す様に、近年急激に

増加し、2010年には約24GW/年となった[16，17]。 

日本の太陽電池の生産シェアは、図2に示す様

に、2004年まで順調に増加し約50％に達したが、

その後急激に低下し2010年には9％となってい

る[16，17]。ドイツは、固定価格買取制度の導

入により、国内の太陽電池産業を振興し、生産

シェアは2005年に20％に達し、2010年10％とな

っている。中国と台湾が、急速に生産シェア  図１太陽電池生産量（[16，17]から著者作成） 
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を伸ばし、2010年の各々43％、16％となっている。 

これら生産した太陽電池の市場、つまり設置場

所は、固定価格買取制度を導入した欧州である。 

 
４．欧州の太陽電池と固定価格買取制度 
太陽電池の単年度導入量の推移を図３に示す

[18]。ドイツは、固定価格買取制度の導入により

2004年以降日本を抜き去り、大幅に導入量を伸ば

している。スペインは、後で詳述するように、固

定価格買取制度により、2 008年に2.75GWを導入し

たが、バブルがはじけ単年度に集中した導入にな

っている。この欧州の事例から固定価格買取制度 

が、大きな太陽電池市場の創出と太陽電池産  図２太陽電池生産量シェア（[16，17]から著者作成） 

業の創造と振興に大きな効果をもっていること

が実証されている。 

 
５．スペインの固定価格買取制度の事例研究 

スペインの固定価格買取制度の事例を検証し

た[9,12]。スペインの太陽電池は、再生可能エ

ネルギー促進政策が発効した2004年には12MWで

あった。この政策は、固定価格買取制度でなく

電力料金を基に参照価格を決めていた。この政

策により、100kW以下の太陽電池装置は、2004年

初めの9MWから2006年末に140MWまで急増した。                    

更に太陽電池の連続的かつ安定的成長を促進す

るため、2007年6月1日に新しい政令を発効した。 図３太陽電池の単年度導入量（[18]から著者作成） 
固定価格買取制度を取り、100kW までのシステムは 44 ユーロセント/kWh、100kW から 10MW のシステム

は 41.75 ユーロセント/kWh の固定買取価格を 25 年間保証された。特に大型では、直前の 23.2 ユーロセ

ント/kWh からの大幅な引き上げであった[12]。その結果、2010 年の目標値 371MW が 2007 年 10 月まで

に達成される見通しとなった。このため、2007 年 9 月に、2010 年までの目標を 1200MW まで引き上げる

一方、目標を超えた場合は新しい政令で発効する価格を適用する草稿となっていた。しかし最終的には、

2008 年 9 月 30 日前に登録したシステムは、1200MW を超えても 07 年政令の好条件が適用されることと

なった。 

2008 年 9 月 30 日以降の固定買取価格は決定されていなかったが、当然固定買取価格は低下し利益が

得にくくなると予測された。このため、投資家は、太陽電池パネルの変換効率や品質等を問わず、期日

以前に可能なだけ設置しようとした。その結果、2008 年 12 月までに 2934MW まで拡大した。特に 100kW

以上の装置が急激に増加した。Álvarez 等の試算によると、30 年のスペイン国債の利率が 5％であった

のに比較し、100kW の装置では年利 17％の利率を生み出すと予測された[9]。この 2007 年 6 月から 2008

年 9 月までは、「ゴールド・ラッシュ」さながらの過熱状態であった。 

通常の固定価格買取制度では、買取価格の上乗せ分を、電力会社が全消費者に転嫁できるはずである

が、スペインの場合、小規模消費者向けも電力料金は、実質的に規制が残っており、その規制対象の割

合が高かった[12]。このため電力会社は、買取価格の上乗せ分を消費者に転嫁できず、赤字が膨らんだ

[12]。このため、政府は引き締め対策を取らざるを得なくなった。 

2008 年 9 月に新しい政令が公布された[12]。固定買取価格は、100kW 以下の建物設置が 44 ユーロセ

ント/kWh であったものが、20kW 以下が 34 ユーロセント/kWh そして 20kW 以上が 32 ユーロセント/kWh

に低下した。また 2010 年に、固定買取価格で購入される発電電力量に、装置別に 1250 時間等の買取上

限時間を設定した[19]。つまり、固定価格買取制度は、発電した全量を固定した価格で一定期間購入す

ることを電力会社に義務付けることであったが、買取上限時間を設けることにより、投資家へ約束した

利率を実質的に下げることになる。その結果、バブルがはじけることになった。 

このように、スペインの事例から、経済合理性から離れた固定買取価格の設定は、短期的には太陽電

池の導入を促進するように見えるが、最終的には電力料金の大幅引き上げ、市場の収縮により、消費者
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負担の増大と経済的な混乱を引き起こした。 
 

６．ドイツの固定価格買取制度の事例研究 

ドイツは、固定価格買取制度の導入により、図1に示した様に太陽電池生産シェアを拡大すると共に、

図 3 に示した様に太陽電池の導入量を飛躍的に増大させた。しかし、Frondel[11]、山口[13]は、固定

価格買取制度は、量的拡大には効果があったが、高い固定買取価格を 20 年間に渡って固定することに

より、消費者に高い負担をかけ、費用対効果に問題があると指摘している。 

ドイツの固定買取価格の推移を図 4 に示す[20]。固定買取価格の低下速度については、2004 年から

2010 年上半期までは 5.3%/年であったが、それ以降引き締めにかかり 26.6%/年と急激に低下している。

太陽電池の部材価格の推移を、図 5に示す[21]。主要部材である太陽電池モジュールの価格は、2010 年

6 月に 3.32 ユーロ/W であったものが、2011 年 7 月には 2.54 ユーロ/W に低下し、20.1%/年である。 

固定価格買取制度は、再生エネルギーの自立、すなわち電力コストが他の電源と同じになるグリッ

ド・パリティに至るまでの支援であり、コストダウンのためのイノベーションを促進するものである。

このため、固定買取価格の低下速度は、太陽電池システム等の価格の低下速度約 20%/年を少し上回る程

度に設定すべきであり、あまり早く設定しすぎると、本来の目的が果たせなくなる。 
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図 4 ドイツの固定買取価格の推移 [20]       図５太陽電池の部材価格の推移 [21] 

 

7．欧州の固定価格買取制度の分析 

スペインとドイツの事例を含め、欧州の固定価格買取

制度を分析する。 

欧州における家庭用太陽電池システムに関して、固定

買取価格と電力料金の関係を、2010 年 9 月時点および

参考となるそれ以前のデーターを図６に示す[22,23]。

最も一般的な全量買取制度では、再生可能エネルギーで

発電した全電力を固定買取価格で、電力会社に買い取っ

てもらう。そして、自家消費するための電力は、通常の

電力料金で購入する。つまり、固定買取価格から通常の

電力料金を差し引いた差額が、太陽電池設置者への奨励

金である。このため固定買取価格と通常の電力料金の比

率は、奨励のレベルを示す指標となり得て、｢固定買取

価格比」と定義する。一定の｢固定買取価格比」は、図

６では破線で示される。固定買取価格比が１の場合は、図６電力料金と固定買取価格 ([22,23]から作成) 
再生可能エネルギーの売電と買電価格が同じであり、ネットメタリングと呼ばれる奨励策であり、固定

価格買取制度の効果は無いことを意味する。              
ドイツは、固定買取価格を低下させて 2011 年に 28.7 ユーロセント/kWh とし、固定買取価格比は 1.18

に低下している。スペインも、固定買取価格を低下させ 2011 年に 32 ユーロセント/kWh とし、固定買

取価格比 1.73 に低下している。イタリアは、2011 年度中に 38.7 から 29.8 ユーロセント/kWh に下げよ
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うとしている。しかし、イギリス、フランス、チ

ェコ、ギリシャは、固定買取価格比 3 倍以上を保

っている。 

太陽電池システムの導入を投資と考えた場合、

投資効率の視点から、固定買取価格比＝固定買取

価格／電力料金を、長期国債の金利[24]と対比し

て図７に示す。信用リスクが高く長期国債の金利

が高いギリシャのような国は、｢固定買取価格比」

を高くし投資を促進する必要がある。イギリス、

フランス、チェコは、信用リスクが低く長期国債

の金利が低いにも関わらず、固定買取価格比 3 倍

以上を保っている。 
なお、スペインとドイツが、固定価格買取制度

を引き締めた結果、欧州の太陽電池市場は収縮し

た。このため、Solarbuzz 社は、2011 年の第 24
半期に、太陽電池モジュールの在庫が 8.6 GW に  図７国債の金利と固定買取価格比([24]から作成) 
なると予測している[25]。この量は 4 半期分の需要を超える程度である。このことは｢ゴールド・ラッ

シュ｣と逆の状態で、特に変換効率、品質、ブランド等に弱みを持つモジュールの在庫が増えていると

思われる。 
 
８．日本の余剰電力買取制度の効果 

日本では、太陽電池ステムに対する国の補助金

は無くなっていたが、家庭用の 10kW 未満のシス

テムに補助金が 2009 年 1 月に復活した。補助金の

額は、１KW あたり 7 万円であり、2011 年度から

4.8 万円に減額された。 

また、固定価格買取制度の一種である余剰電力

買取制度が、2009 年 11 月 1 日から導入された。

この制度は、太陽電池の発電電力から自家消費を

除いた余剰電力を 48 円/kWh と市価の約 2 倍で買

取る制度である。この余剰電力買取制度と補助金

の導入の結果として、国内市場は図８に示す様に、

2009年、2010年に年間400MWの拡大を示した［26］。 

一般的な家庭用の太陽電池システムは、自己消

費電力と余剰電力がほぼ半々と設計されているこ

とが多い。このため、買取価格が同じと単純に考  図８日本企業の太陽電池国内、海外出荷量[26] 
えると、余剰電力買取制度に対して、全量買取制度は、  
奨励金がほぼ 2 倍と言え、導入促進により有効である。 
 
９．日本の固定価格買取制度の現状 

 日本の再生可能エネルギーの固定価格買取制度が、2011 年 8 月 26 日に成立した［27、28］。この法

律は、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、

一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、2012 年 7 月 1 日からスタートする

[28]。電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した賦課金によって消費者が負担する。 

 余剰電力買取制度では、家庭用の太陽電池システムの余剰電力にのみ限定して適用されたが、この

法律では、買取対象は太陽光のみならず、風力、水力、地熱、バイオマスにも拡大された。ただし、家

庭用の太陽光発電については、従来と同様に余剰電力のみの買取に据え置かれた。 

その買取価格・買取期間については、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて、関

係大臣が協議した上で、新しく設置される中立的な第三者委員会の意見に基づき経済産業大臣が告示す

ることになっている。また、集中的な再生可能エネルギーの利用の拡大を図るため、法の施行後３年間

は、買取価格を定めるに当たり、再生可能エネルギー電気の供給者の利潤に特に配慮することになって
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いる。具体的には以下の点を勘案して決めることとなっている。 

買取価格：再生可能エネルギーの発電設備を用いて電気を供給する場合に通常必要となる発電 

コスト、再生可能エネルギー電気の供給者が受けるべき利潤等 

買取期間：再生可能エネルギーの発電設備が設置されてから設備の更新が必要になるまでの標準 

的な期間 

 

10．日本の全量買取制への提言 
日本の固定価格買取制度が成立し、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の再生可能エネルギー

の導入促進と産業の振興が期待される。また、被災地の街づくりに再生可能エネルギーを取り入れるこ

とにより被災地の復興と経済復興にも寄与できると期待される。 

しかし、買取価格・買取期間は、まだ決まっておらず、第三者委員会の意見に基づき決まってくるが、

再生可能エネルギー電気の供給者が受けるべき利潤を確保できる様に、｢固定買取価格比」および固定

買取価格の低下速度等を考慮する必要がある。 

また、太陽電池に関しては、家庭用に固定価格買取制度の一種である余剰電力買取制度の導入により、

国内市場は 2010 年に年間 400MW の拡大を示した。このことは、日本の消費者の環境意識が高いことを

示している。しかし、約 2倍の効果が期待できる全力買取制度の家庭用への導入が見送られた。固定価

格買取制度は、全消費者に負担をしてもらうことから、全消費者の固定価格買取制度への理解と同意が

不可欠である。このため、全量買取制度の買取対象を、大型のみならず家庭用にも拡大すべきと考える。 

 
11．ま と め 

東日本大震災に引き続いた福島第一原子力発電所の事故により、電力安定供給の危機に立っている。

このため、再生可能エネルギーへの期待が急速に高まっている。 

そして、日本の固定価格買取制度が成立し、再生可能エネルギーの導入促進と産業の振興が期待され

る。また、被災地の復興と経済復興にも寄与できると期待される。 

しかし、買取価格・買取期間は、まだ決まっておらず、第三者委員会の意見に基づき決まってくるが、

再生可能エネルギー電気の供給者が受けるべき利潤を確保できる様に、｢固定買取価格比」および固定

買取価格の低下速度等を考慮する必要がある。また、固定価格買取制度は、全消費者に負担をしてもら

うことから、全消費者の固定価格買取制度への理解と同意が不可欠である。このため、全量買取制度の

買取対象を、大型のみならず、環境意識が高い日本の消費者を対象とした、家庭用太陽電池システムに

も拡大すべきと考える。 
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